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近
年
、
貸
金
業
の
実
体
は
、
利
用
面
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
金
融
を
中
心
と
し
て
利
用
目
的
の

多
様
化
、
利
用
層
の
拡
大
が
著
し
い
一
方
、
貸
金
業
者
の
急
激
な
増
加
と
乱
立
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
伴
い
、 

(1)
利
用
層
に
誤
解
を
与
え
る
過
当
広
告 

(2)
高
金
利
を
中
心
と
す
る
出
資
取
締
法
違
反 

(3)
暴
力
事
犯
等
、
一
部

悪
質
業
者
に
よ
る
問
題
が
あ
と
を
た
た
ず
、
一
方
、
一
般
市
民
の
家
庭
悲
劇
を
招
く
等
、
貸
金
業
問
題
は
重
大
な

社
会
問
題
化
し
つ
つ
あ
り
、
こ
れ
を
放
置
す
れ
ば
利
用
者
の
保
護
、
犯
罪
の
防
止
、
モ
ラ
ル
低
下
の
防
止
等
の
社

会
秩
序
維
持
の
見
地
か
ら
、
ゆ
ゆ
し
き
問
題
を
生
ず
る
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。 

他
方
、
現
行
法
「
貸
金
業
者
の
自
主
規
制
の
助
長
に
関
す
る
法
律
」
は
、
昭
和
四
十
七
年
六
月
の
制
定
以
来
数
年

間
に
お
い
て
一
応
の
成
果
を
あ
げ
庶
民
金
融
業
協
会
の
手
に
よ
る
自
主
規
制
、
研
究
、
資
格
審
査
、
宣
伝
な
ど
努

力
の
あ
と
は
、
み
ら
れ
つ
つ
あ
る
が
、
営
業
届
出
数
の
一
割
に
み
た
な
い
組
織
率
で
あ
つ
て
、
圧
倒
的
な
ア
ウ 
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ト
・
サ
イ
ダ
ー
に
対
す
る
影
響
を
こ
の
組
織
は
未
だ
持
つ
に
至
つ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
現
在
一
部
の
地
方
自

治
体
や
県
警
が
各
県
に
お
け
る
庶
民
金
融
業
協
会
に
指
導
と
援
助
を
行
つ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
及
び
程
度
は
各

県
ご
と
に
区
々
で
あ
り
ま
た
、
そ
の
法
律
上
の
権
限
も
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。 

こ
の
よ
う
な
状
態
に
か
ん
が
み
、
私
は
か
ね
て
か
ら
国
会
に
お
い
て
、
大
蔵
省
、
法
務
省
、
経
済
企
画
庁
、
警
察

庁
等
を
中
心
と
し
、
政
府
に
対
し
、
貸
金
業
の
規
制
強
化
の
必
要
性
及
び
監
督
・
指
導
の
在
り
方
等
に
つ
き
強
く

質
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
る
に
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
政
府
は
何
ら
有
効
な
施
策
を
講
ぜ
ず
、
関
係
省
庁

間
の
意
思
統
一
さ
え
行
わ
れ
て
い
な
い
模
様
で
あ
る
こ
と
は
極
め
て
遺
憾
な
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

ま
し
て
や
ア
ウ
ト
・
サ
イ
ダ
ー
に
つ
い
て
は
放
任
の
状
況
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
さ
ら
に
業
者
間
に
お

い
て
は
、
過
当
競
争
と
業
者
の
倒
産
、
こ
れ
に
よ
る
絶
え
間
な
い
開
廃
業
の
繰
り
返
え
し
が
行
わ
れ
る
等
の
問
題

も
生
じ
て
い
る
。 

右
の
よ
う
な
現
状
に
か
ん
が
み
次
の
各
項
目
に
関
す
る
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

四 

 



 

四 

貸
金
業
に
関
す
る
事
務
は
、
都
道
府
県
に
委
任
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
貸
金
業
の
指
導
強
化
に
つ
い

て
自
治
省
の
見
解
如
何
。 

五 

貸
金
業
に
関
す
る
許
可
制
な
い
し
は
事
前
届
出
制
の
導
入
及
び
こ
れ
に
対
す
る
指
導
・
監
督
の
強
化
に
関
す

る
大
蔵
省
の
見
解
如
何
。 

三 

消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら
経
済
企
画
庁
の
方
針
如
何
。 

六 

結
論
と
し
て
、
本
問
題
の
重
要
性
及
び
広
範
性
に
か
ん
が
み
、
例
え
ば
総
理
府
が
中
心
と
な
り
、
右
関
係
省 

一 
警
察
庁
は
、
庶
民
生
活
の
保
護
及
び
犯
罪
防
止
の
観
点
か
ら
業
者
の
指
導
及
び
取
締
に
つ
い
て
如
何
な
る
方

針
を
有
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
こ
の
三
年
間
に
お
け
る
庶
民
金
融
に
関
す
る
法
違
反
、
取
締
状
況
（
理
由
別
）
如

何
。 

二 

法
務
省
は
、
貸
金
業
の
現
状
に
照
ら
し
、
高
金
利
の
規
制
及
び
処
罰
に
つ
い
て
如
何
に
考
え
て
い
る
か
。 

ま
た
、
自
主
規
制
法
に
基
づ
く
庶
民
金
融
業
協
会
に
対
す
る
指
導
方
針
如
何
。 

五 

 



 

 

六 

庁
等
、
政
府
一
体
と
な
つ
て
至
急
協
議
体
制
を
整
え
、
貸
金
業
に
対
す
る
行
政
指
導
の
在
り
方
及
び
貸
金
業
制

度
の
整
備
に
関
し
、
法
改
正
を
含
む
業
界
の
長
期
的
制
度
の
整
備
に
つ
き
検
討
を
行
う
べ
き
と
考
え
る
が
、
内

閣
の
見
解
如
何
。 

右
質
問
す
る
。 


